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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第64期 第65期 第66期 第67期 第68期

決算年月 令和４年３月 令和５年３月 令和６年３月 令和７年３月 令和８年３月

売上高 (千円) 641,871 759,211 684,225 754,205 702,658

経常利益又は経常損失

（△）
(千円) 25,067 △22,969 7,291 24,508 △4,180

当期純利益

又は当期純損失（△）
(千円) 21,155 △23,579 6,681 66,506 △3,619

持分法を適用した場合の

投資利益
(千円) － － － － －

資本金 (千円) 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

発行済株式総数 (株) 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500

純資産額 (千円) 907,858 884,279 890,961 957,467 953,847

総資産額 (千円) 1,900,859 1,842,972 1,872,726 1,925,836 1,911,414

１株当たり純資産額 (円) 106,806.93 104,032.91 104,818.94 112,643.23 112,217.35

１株当たり配当額

(円)

－ － － － －

（うち１株当たり中間配当

額）
(－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益金額

又は１株当たり当期純損失

金額（△）

(円) 2,488.85 △2,774.01 786.02 7,824.29 △425.88

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額
(円) － － － － －

自己資本比率 (％) 47.7 47.9 47.5 49.7 49.9

自己資本利益率 (％) 2.3 △2.6 0.7 6.9 △0.3

株価収益率 (倍) － － － － －

配当性向 (％) － － － － －

営業活動による

キャッシュ・フロー
(千円) 62,881 126,848 97,373 92,411 69,727

投資活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △56,612 △62,708 △122,603 △153,512 △155,701

財務活動による

キャッシュ・フロー
(千円) △781 △4,686 △4,686 △4,686 △4,686

現金及び現金同等物

の期末残高
(千円) 470,450 529,905 499,989 434,202 343,542

従業員数
(人)

35 35 34 34 32

（外、平均臨時雇用者数） (91) (87) (85) (81) (80)

株主総利回り (％) － － － － －

（比較指標：　－　） (％) (－) (－) (－) (－) (－)

最高株価 (円) － － － － －

最低株価 (円) － － － － －

　（注）１　当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載
していない。

２　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載していない。
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３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、第64期、第66期、第67期は潜在株式が存在しないため記載し
ていない。また、第65期、第68期は１株当たり当期純損失金額であり、また潜在株式が存在しないため記載
していない。

４　当社の株式は非上場につき、株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価及び最低株価については記載
していない。

 

２【沿革】

昭和33年９月 資本金300百万円をもって日本観光ゴルフ株式会社を設立。

同時に東コース18ホールズ及び西コース18ホールズの建設工事に着手。

昭和34年７月 東コース18ホールズを開場。

昭和34年11月 50百万円を増資し、資本金350百万円となる。

昭和35年６月 75百万円を増資し、資本金425百万円となる。

昭和35年７月 西コース18ホールズを開場し、東西コース36ホールズとなる。

平成30年７月 325百万円を減資し、資本金100百万円となる。

 

３【事業の内容】

　当社は京都府城陽市に本拠を置きゴルフコース及び附帯設備を所有し、株主を主体としたゴルフ倶楽部（城陽カン

トリー倶楽部）を経営しており、会員の年会費、会員登録料、来場者のプレーフィ、ロッカー使用料、その他食堂、

売店、附帯設備の収益により維持運営される会員制ゴルフ倶楽部を主体とした会社である。

(1)会員

総会員数  1,325名

　内訳 通常会員 1,107名

 法人会員 176名

 婦人会員 24名

 終身会員 14名

 家族週日会員 2名

 ジュニア会員 1名

 名誉会員 1名

 

(2)会員資格

通常会員 当社の株式５株以上を所有する個人にして１名の個人名義を登録したもの。

法人会員 当社の株式を10株以上所有する法人にして５株につき１名の割合にて法人内の個人名義を

登録したもの。

婦人会員 会員の妻にして登録料を払込み名義登録したもの。

終身会員 満75才以上在籍15年以上の通常会員が所定の手続きを経て株式を第三者に譲渡して登録し

たもの。

家族週日会員 会員の扶養家族（配偶者を含む）である中学生以上の者で登録料を払込み登録したもの。

ジュニア会員 会員の子弟である満15才以上22才までの者で個人名義を登録したもの。

名誉会員 ゴルフ界あるいは本倶楽部に功績があって、理事会に於いて推薦され、会社の取締役会の

承認を得たもの。
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(3)経営組織図

４【関係会社の状況】

　該当事項なし
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

　　　当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりである。

　　　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。

（１）経営方針、経営戦略等

　当社は、会員制クラブとして、メンバー本位の倶楽部運営を堅持し、永年培った歴史と伝統を守りつつ時代の

変化にも対応し、更に発展させていく所存である。

　当社の経営陣は、会員の皆様が安全・快適にプレーし充実したクラブライフを享受できるよう、現在の事業環

境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めている。また、経営指針としては、来場者数

35,000人を目標としている。

（２）経営環境

　ゴルフ場業界は、少子高齢化や娯楽の多様化など構造的要因によるゴルフ人口の減少、天候不順や自然災害の

増加、ゴルフ場間の顧客獲得競争や価格競争など、依然として厳しい経営環境が続くものと予想される。

（３）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

ゴルフ人口の減少という構造的要因に加え、近年の猛暑や豪雨といった気候変動による全世代的なプレー控え

が顕著となっており、来場者数の確保が重要な課題となっている。また、コースおよびハウス設備の老朽化が進

行しており、激甚化する気象条件に耐えうる施設への改修が急務となっている。人材面においても、キャディー

の慢性的な不足や、技術継承を担う若手コース管理部員の絶対的な不足が深刻化しており、酷暑下における安全

な労働環境の確保を含め、次代を担う体制の再構築が不可欠な状況にある。

対処方針としては、歴史と伝統を継承し、会員の皆様が豊かで充実したクラブライフを享受できる格調高いゴ

ルフ場づくりに注力し、メンバー本位の運営を堅持していく。また、次世代へ「いいコース」を継承すべく、以

下の施策を通じて持続的な成長と企業価値の向上に取り組む。

経年劣化が進むコース設備の大規模改修を引き続き実施する。全４期計画の最終段階となる「散水用給水本管

改修工事（第４期）」を実施し、コース全体の散水体制を完備する。これにより、猛暑下においても良好な芝の

育成を可能にし、ベストコンディションを提供するほか、バンカーの水捌け改善工事を継続し、天候に左右され

にくいコースづくりを推進する。

会員構成の高齢化や女性メンバーの増加といった将来の需要動向を見据え、西コース改修工事を今期より着手

する。幅広い層のプレーヤーが末永くゴルフを楽しめるよう、コースの平易化やラウンドのしやすさを追求する

とともに、レディースティーの再配置も同時に進め、メンバーの皆様の満足度を向上させることで、アクティブ

な来場促進と持続的な集客基盤の構築を図る。

気候変動への対応として、乗用カートへのクール設備設置や、暑さ指数に基づいた適切なプレー制限・休憩時

間の確保を徹底し、プレーヤーとキャディー双方の安全確保を最優先する。コース管理等の屋外作業において

も、暑さ指数に応じた休憩の強制確保や作業中止判断を厳格化し、従業員の身体的負担の軽減と安全確保に努め

る。

物価高騰に伴う農薬・肥料・燃料費等の上昇に対し、徹底した経費削減と効率的な資材調達に努める。あわせ

て、質の高いコースコンディションとサービスを維持・継続していくため、プレーフィの適正化についても慎重

に検討を進め、収益基盤の安定化を図る。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

　当社のサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりである。

　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。

(1）ガバナンス

　当社は、倶楽部運営上の戦略や課題については理事会や各委員会、経営上の課題や問題については取締役会にて

対応策を検討・決定している。具体的な業務執行は、各委員会、委員長会議、部課長会議を定期的に開催し方針を

共有した上で実施している。

(2）戦略

　当社の重要な戦略については、「第２　事業の状況　⒈経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載して

いる。

人材の育成及び社内環境整備に関する方針

　当社の正社員の平均年齢は48歳６カ月で年齢構成比率に偏りがあり、若手・中堅の人員確保が重要な課題となっ

ている。特にコース管理部においては、実務経験を積み重ねる中で長期に技術及び知識を蓄積していく必要があ

り、技術の継承ができないと良好なコース維持にとって重大なリスクとなり得る。そのため若手人員確保に向け、

高校新卒、中途採用や女性採用等幅広く求人活動を継続していく。

　また、猛暑の長期化など気象条件が厳しくなる中、安全な労働環境を最重点に整えると共に、有給休暇取得の奨

励、長時間労働抑制などの働き方改革や、健康診断の受診及び再検査の結果管理など、従業員が安全で働きやすい

職場環境づくりに努める。

(3）リスク管理

　代表取締役統括のもと、幹部社員による部課長会議や安全衛生委員会を定期的に開催し、部門横断的にリスクの

共有と極小化に取組んでいる。経営への影響が大きく、対応強化が必要なリスクは取締役会に報告し対応してい

る。

(4）指標及び目標

　当社では、上記に記載した人的資本の拡充及び社内環境整備に関する方針について、次の指標を用いている。

人的資本の拡充のための具体的な目標

区分 項　目
令和６年度

実績

令和７年度

実績

令和８年度

目標

適正な人員確保 正社員の人員構成比率の適正化

（39歳以下の人員構成比率）
26.4％ 25.0％ 30％以上

 コース管理部の39歳以下の人員構成比率 20.0％ 22.2％ 30％以上

良好な職場環境 労働安全衛生（労災事故件数） 3件 3件 0件

 有給休暇取得率 75.8％ 84.1％ 90％以上

 平均残業時間（一人１か月あたりの時間） 10.5時間 10.7時間 10時間以内
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３【事業等のリスク】

　当社の事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のよ

うなものがある。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努め

る所存である。なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものである。

(1）会社が取っている経営方針について

　当社は、メンバーシップによるメンバー（＝株主）優遇と、内部留保金で良好な施設の維持改善を図ることを重

要な経営課題とし、創業以来一貫して、株主への配当は実施しておらず、当面はこの方針を継続することにしてい

る。

　ゴルフ場業界では、低価格競争が激化しているが、当社は、価格面以外の魅力あるゴルフ場づくり、各種企画等

の充実により来場者数の増加を図っている。また、安心してプレーできる会員制ゴルフ倶楽部として、会員及び会

員が紹介するプレーヤーのみを受け入れており、不特定多数への営業活動は実施していない。

　こうした事業環境下で当社が競争優位を得られない場合、当社業績及び財政状態に影響を及ぼすおそれがある。

(2）財政状態及び経営成績の異常な変動に係るものについて

　当社は、経費の削減、経営効率化に努めているが、営業費用の約５％を占める租税公課等で圧縮に限界のあるも

のが存在する。また、景気動向に影響を受けるコース維持に必要な資材や消耗品等の購入価格の変動リスクや他業

態との賃金格差の拡大リスクがあり、更なる経営効率化に取り組む必要がある。

　なお、売上高の会員登録料及び営業外収益としての不動産賃貸料は、市場動向に影響され変動することから、今

後の業績に影響を与える可能性がある。

(3）経営成績の季節的変動及び気象の影響について

　当社の売上高は、その性質上、春、秋の季節には他の季節に比べて高くなる。また、長期間の降雨、高温、豪雪

等の異常気象により売上高が減少することがある。

　なお、予期できない気象の激変など自然災害により、芝を含めたコース施設が損傷を受け、その修復に資金が必

要となる可能性がある。

(4）感染症の流行による影響について

　新型コロナウイルス感染症のような感染症が流行した場合、それに伴う社会活動の制限や自粛等により、来場者

が大幅に減少し、当社の業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性がある。

(5）個人情報について

　当社は、株主会員等利用者の個人情報を保有しており、その情報の外部漏洩に関しては、細心の注意を払ってい

るが、不測の事態により顧客情報に係る紛失、漏洩等が発生した場合、当社に対する信頼性の失墜、損害賠償等に

より、今後の業績に悪影響を与える可能性がある。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）経営成績等の状況の概要

　　当事業年度における当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の概要は次のとおりである。

　①経営成績の状況

当事業年度におけるわが国の経済は、所得環境の改善による個人消費の底堅さや、ＡＩ関連・脱炭素化への積

極的な投資に支えられ、緩やかな回復基調で推移した。一方で、米国の通商政策や中東情勢の緊迫化に伴う原油

高・物流停滞への懸念が強まり、エネルギー価格の高止まりや深刻な人手不足に起因する労務コストの上昇が収

益を圧迫するなど、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いた。

ゴルフ場業界においては、夏季の猛暑により、特に高齢者を中心としたプレー控えや、雨天・寒冷時の稼働低

下が従来以上に顕著となっている。その結果、来場者数は前年を若干下回る水準で推移した。経営面では、地政

学リスクに起因する燃料費や資材価格の高騰に加え、深刻な人手不足による労務コストの上昇が収益を圧迫して

いる。さらに、猛暑の影響によりコース管理の負担が増大しているほか、猛暑下でのコース作業やキャディー業

務など、労働環境も一層厳しさを増している。

このような情勢の中、当社においては、営業日数は前年に比べ7日多い309日となった。来場者数は、メンバー

が前期比653人減少、ビジターは前期練習ラウンドを伴う外部競技の受入れが多かった反動により2,708人減少し

た。その結果、総来場者数は3,361人（8.9％）減少し、34,379人となった。

売上高においては、来場者数の減少によりプレー関連の収入が大幅に減少し、売上高は702,658千円（前期比

51,546千円、6.8％の減収）となった。

費用面においては、芝生および樹木の維持管理に必要な肥料や薬品にかかるコストが増加したものの、前期大

規模に実施したバンカー改修工事を抑制したことによりコース維持費が大幅に減少した。一方で、老朽化が進む

コース機械の改修増加に伴う修繕費や、前期の設備投資に伴う減価償却費等が増加したことにより、売上原価は

596,182千円（前期比27,151千円減少）、販売費及び一般管理費は165,890千円（同7,538千円増加）となった。

この結果、営業損失は59,414千円（前期比31,934千円悪化）となった。さらに、不動産賃貸料等の営業外損益

を加減した経常損失は4,180千円（前期は24,508千円の経常利益）となり、法人税、住民税及び事業税610千円と

法人税等調整額△1,170千円を計上し、当期純損失は3,619千円（前期は66,506千円の当期純利益）となった。

　②キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ90,660千円減少の

343,542千円となった。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は69,727千円（前年同期比22,683千円減）となった。

　　これは主に税引前当期純損失、減価償却費の計上、契約負債の減少によるものである。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　当事業年度において投資活動の結果使用した資金は155,701千円（前年同期比2,189千円増）となった。

　　これは有形固定資産の取得による支出によるものである。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　当事業年度において財務活動の結果使用した資金は4,686千円（前年同期比増減なし）となった。

　　これは、リース債務の返済によるものである。
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　③生産、受注及び販売の実績

　　ａ．生産実績

　当社は、生産を行っていないため、該当事項なし。

 

　　ｂ．受注実績

　当社は、受注生産を行っていないため、該当事項なし。

 

　　ｃ．販売実績

　当事業年度の販売実績を科目別に示すと次のとおりである。

 

当事業年度
（自　令和７年４月１日
至　令和８年３月31日）

金額（千円） 前年同期比（％）

メンバーフィ 50,602 96.4

ビジターフィ 147,245 86.5

キャディーフィ 84,505 89.2

ロッカーフィ 3,140 85.2

カートフィ 84,701 90.7

食堂委託 17,156 102.0

売店 12,371 142.0

会費 160,360 98.8

会員登録料 108,020 97.8

その他 34,555 82.7

合計 702,658 93.2

 

　④財政状態の状況

　当事業年度の財政状態については、当事業年度末における総資産は1,911,414千円となり、前事業年度末と比

較し14,421千円減少した。

　その主な要因は、現金及び預金が90,660千円減少、有形固定資産が83,639千円増加したことなどによるもので

ある。

　負債合計は957,567千円で、前事業年度末と比べ10,801千円減少した。

　その主な要因は、契約負債が30,637千円減少、未払金が17,413千円増加したことなどによるものである。

　純資産合計は953,847千円で、前事業年度末と比べ3,619千円減少となった。

　その要因は、当期純損失3,619千円を計上したことによるものである。
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(2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりである。

　なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものである。

 

　①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　当社の財務諸表は、我が国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されている。

　財務諸表の作成に当たっては、営業債権、有形・無形固定資産、法人税等、退職給付引当金、繰延税金資産等

の計上に関して、重要な会計方針及び会計上の見積りによる判断を行っている。会計上の見積り及びその基礎と

なる仮定は過去の実績やその時点での入手可能な情報等を基に、合理的と考えられる様々な要因を考慮した上で

判断しており、様々な見積り根拠となる仮定又は条件等の変化により、見積り内容が実際の結果と異なる可能性

がある。

　当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５経理の状況　１財務諸表等（1）財務諸表　注記事項

（重要な会計方針）」に記載している。

 

　　　②当事業年度の経営成績等の状況に関する分析・検討内容

　　　　　当事業年度の経営成績は、「(1)経営成績等の状況の概要　①経営成績の状況」に記載のとおりである。

 

　　　③資本の財源及び資金の流動性

 資本の財源及び資金の流動性については、当社の運転資金需要のうち主なものは、人件費・コース維持費・修

繕費・固定資産税等の売上原価と販売費及び一般管理費等の営業費用である。投資を目的とした資金需要は、

コース内設備やクラブハウス等を維持更新していく為の設備投資等によるものである。

　当社は、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することを基本方針にしている。

　短期運転資金及び設備投資などの長期運転資金については、何れも内部留保による自己資金を基本としている

が、必要に応じ設備投資に金融機関からの融資やリース取引を活用することがある。

　当事業年度のキャッシュ・フローの分析については、「(1)経営成績等の状況の概要　②キャッシュ・フロー

の状況」に記載のとおりである。また、財政状態の分析については、「(1)経営成績等の状況の概要　④財政状

態の状況」に記載のとおりである。

 

 

５【重要な契約等】

　該当事項なし

６【研究開発活動】

　該当事項なし
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当事業年度の設備投資額は68,762千円であり、その主なものは、女子棟空調設備更新、バンカー排水管改修、薬剤

散布用タンク車購入、カート道路・管理道路補修である。

２【主要な設備の状況】

　主要な設備は以下のとおりである。

令和８年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（千円） 従業員数(人)
(外、平均臨
時雇用者数)

建物及び
構築物

土地
（面積㎡）

コース勘定 その他 合計

本社

(京都府城陽市)
ゴルフ場 528,313

106,908

( 1,561,468.29㎡)
584,473 227,534 1,447,229 32（80）

賃貸物件

(京都府城陽市)
賃貸店舗 18,620

14,736

(3,361.60㎡)
－ － 33,357 －（－）

（注）帳簿価額のうち「その他」は、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、立木、リース資産である。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当事業年度末現在における重要な設備の新設計画は次のとおりである。

事業所名

（所在地）
設備の内容

投資予定額（百万円）
資金調達方法 着手年月 完了予定年月

総額 既支払額

本社

（京都府城陽市）

散水用給水本管

敷設第３期工事
114 86 自己資金 令和７年12月 令和８年４月

本社

（京都府城陽市）

散水用給水本管

敷設第４期工事
100 －

自己資金

銀行借入
令和８年12月 令和９年３月

本社

（京都府城陽市）

西コース

バンカー改修
20 － 自己資金 令和８年12月 令和９年３月
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000

計 12,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数(株)
（令和８年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（令和８年６月23日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 8,500 8,500 非上場
当社は単元株制度は

採用していない。

計 8,500 8,500 ― ―

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項なし

②【ライツプランの内容】

 　　　　 該当事項なし

③【その他の新株予約権等の状況】

　　　　 該当事項なし

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　　該当事項なし

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成30年７月31日

（注）
－ 8,500 △325,000 100,000 － 145,000

　（注）　第60回定時株主総会の決議に基づき、資本金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものである。

 

（５）【所有者別状況】

令和８年３月31日現在
 

区分

株式の状況

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等 個人
その他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 3 3 80 － － 1,436 1,522

所有株式数（株） － 120 30 1,070 － － 7,280 8,500

所有株式数の割合（％） － 1.4 0.4 12.6 － － 85.6 100
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（６）【大株主の状況】

  令和８年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内一丁目１番２号 80 0.94

宝ホールディングス株式会社 京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地 65 0.76

パナソニックホールディング

ス株式会社
大阪府門真市大字門真1006番地 50 0.58

株式会社京都銀行 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地 30 0.35

株式会社京都新聞ホールディ

ングス
京都市中京区烏丸通夷川上ル少将井町239 30 0.35

タキイ種苗株式会社 京都市下京区梅小路通猪熊東入南夷町180 30 0.35

関西電力株式会社 大阪市北区中之島三丁目６番16号 25 0.29

村田機械株式会社 京都市伏見区竹田向代町136 25 0.29

大阪瓦斯株式会社 大阪市中央区平野町四丁目１番２号 25 0.29

吉忠株式会社 京都市中京区御池通高倉西入錦屋町525番地 25 0.29

計 － 385 4.52

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

令和８年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式8,500 8,500 －

発行済株式総数 8,500 － －

総株主の議決権 － 8,500 －

 

②【自己株式等】

　     該当事項なし
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

     該当事項なし

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 　　　　 該当事項なし

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

         該当事項なし

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 　 該当事項なし

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 　　　　 該当事項なし

 

３【配当政策】

 当社は、毎年３月31日および９月30日を基準日として、株主総会決議により配当することが出来る。

　但し、当社は、創業以来一貫して株主への剰余金の配当は行わず、メンバーシップによるメンバー（＝株主）優遇

と、ゴルフコースをはじめとする良好な施設の維持改善をもってこれにかえることを重要な経営課題のひとつとして

きた。

　この方針をもとに、今後とも株主への収益還元は、各期の経営成績の状況を勘案して、内部留保資金をもって諸施

設の改善をはかることにより、常に良質のゴルフ場を提供することとする。これにより当事業年度も配当はしない。
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、株主会員制ゴルフ倶楽部として、会員の融和親睦を図り、ゴルフの発達普及と国民体位の向上を図ると共

に健全明朗なる社交機関たることにより、社会の繁栄と発展に貢献することを目的としている。そのために、株主、

従業員、社会にとって魅力のある会社であり、内外共に明朗で高い透明性を維持するよう努めている。

①　会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等

イ．会社の機関の基本説明

　取締役会は、現在、代表取締役２名及び各界で指導的地位にある経営監督機能の高い社外取締役12名で構成さ

れ、重要事項の決定を行い業務の執行状況を監督する機関として位置付けしている。

　社外取締役に対しては、取締役会における充実した議論に供するため、取締役会の議題の内容等につき、予め

事務局より報告している。

　また、当社は監査役制度を採用しており、監査役全員が社外監査役である。

　監査役は取締役会を含む重要会議への出席、当社部課長とのヒヤリング等による業務監査の実施、及び会計監

査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当性・適法性につき監査を行っている。

ロ．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

　当社は、稟議規程をはじめとした業務諸規程により、職務権限、決裁権者、決裁権限の範囲を明らかにするこ

とにより、業務の効率性を追求するとともに管理体制の責任を明確化している。当社の運営に関しては、城陽カ

ントリー倶楽部及びその理事会を組織し、ゴルフ場運営の健全性、公平性の確保に努めている。また、部課長会

を通じて法令遵守の必要性を全従業員に対して周知徹底を図るとともに業務執行における規定等の遵守状況は、

監査役の業務監査及び支配人、副支配人の日常点検により確認している。

　当社の経営管理組織は以下のとおりである。

　取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督している。

②　リスク管理体制の整備の状況

毎月１回部課長会議を開催し、法令の制定、改正内容の研修を実施し、法令遵守の徹底に努めている。

　また、経営環境の変化に対応すべく十分な議論の上、業務執行を決定している。

③　役員報酬の内容

当社の当事業年度の社内取締役に対する報酬は年間14,000千円であり、その他の社外取締役及び社外監査役は無

報酬である。

　　④　取締役の定数

　　　　当社の取締役の定数は、15名以内とする旨定款に定めている。

　　⑤　取締役の選任の決議要件

　　　　当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議は累積投票によら

ない旨も定款に定めている。

　　⑥　自己株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって自己株式を取得することができる旨定款

に定めている。これは、機動的な資本政策等の遂行を目的とするものである。

　　⑦　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めている。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とす

るものである。
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⑧　取締役会の活動状況

　当事業年度において当社は、取締役会を合計５回開催のうち、個々の取締役の出席状況については次のとおりで

ある。

役職名 氏　名 開催回数 出席回数

取締役社長 堀場　　厚 5 5

常務取締役 佐藤　浩市 5 5

取締役 塩貝　啓子 5 5

取締役 山仲　修矢 5 4

取締役 上田　成之助 5 5

取締役 松田　良信 5 2

取締役 垣内　永次　　※２ 4 3

取締役 津賀　一宏 5 5

取締役 髙島　　誠 5 3

取締役 大倉　治彦 5 1

取締役 村田　大介 5 3

取締役 加森　幹久　　※２ 4 4

取締役 安井　幹也 5 2

取締役 小泉　欣也　　※１ 1 1

取締役 東野　吉佑　　※１ 1 0

取締役 小畑　英明　　※１ 1 1

　※１　小泉欣也氏、東野吉祐氏、小畑英明は、令和７年６月21日の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任

しているので、退任までの期間に開催された取締役会の出席状況を記載している。

　※２　垣内永次氏、加森幹久氏は、令和７年６月21日の定時株主総会において取締役に就任しているので、就任

後に開催された取締役会の出席状況を記載している。

 

　取締役会付議・検討の内容は、法令及び定款に定められた事項等を決議した。具体的には、前期末および当期中

間決算承認、次年度予算、株主総会議題および日程のほか、代表取締役選任、大規模工事計画、各時点における事

業進捗状況、倶楽部理事選任委嘱、人的資本拡充に影響する職場環境の問題事項への対処状況の報告等が承認され

た。

⑨　理事会の活動状況

　当社の根幹事業であるゴルフ倶楽部の運営については、当社役員が兼務する理事で構成された理事会で重要事項

を決定している。当事業年度においては、合計５回開催した。具体的審議内容は、入会希望者の入会審議、倶楽部

委員会委員選任、外部競技受入、年間臨時休場日及び適用料金、コース改修計画、地元高校授業支援、猛暑下での

顧客の安全と従業員の安全な労働環境確保の運営施策等が承認された。
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（２）【役員の状況】

　　①役員一覧

男性15名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.2％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役社長

代表取締役
堀　場　　　厚 昭和23年２月５日生

昭和46年４月 オルソン・ホリバ社(米国)入社

（注）２ ５

昭和47年９月 ㈱堀場製作所入社

昭和57年６月

昭和63年６月

同社取締役

同社専務取締役

平成４年１月 同社代表取締役社長

平成17年６月 同社代表取締役会長兼社長

平成23年６月 当社取締役

平成30年１月 ㈱堀場製作所代表取締役会長

兼グループＣＥＯ（現任）

令和元年６月 当社代表取締役、取締役社長（現任)

常務取締役

代表取締役

支配人

佐　藤　浩　市 昭和36年７月26日生

昭和59年４月 ㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行

（注）２ －

平成16年４月 同行佐賀法人営業部長

平成18年４月

平成21年４月

平成23年４月

平成24年４月

同行天六法人営業部長

同行大阪公務法人営業部長

同行監査部（大阪）上席考査役

同行本店（大阪）上席監査役

平成24年６月 当社代表取締役、常務取締役支配人（現任）

取締役 塩　貝　啓　子 昭和24年７月11日生

昭和50年４月

平成19年８月

令和３年６月

大森病院事務長

当倶楽部レディース委員長（現任）

当社取締役（現任）

（注）２ ５

取締役 山　仲　修　矢 昭和24年７月18日生

昭和47年６月 ㈱竹中工務店入社

（注）２ ５

昭和48年６月 ㈱山仲工業所入社

昭和50年２月 同社取締役

昭和54年１月 同社専務取締役

平成元年７月 同社代表取締役

令和元年６月

令和２年10月

当社取締役（現任）

㈱山仲工業所代表取締役会長（現任）

取締役 上　田　成之助 昭和25年４月１日生

昭和47年４月 京阪電気鉄道㈱（現・京阪ホールディングス

㈱）入社

（注）２ ５

平成13年６月 同社取締役

平成17年６月 同社常務事業役員

平成19年６月 同社代表取締役社長ＣＯＯ

平成23年６月 同社相談役

当社取締役（現任）

平成25年６月 京阪ホールディングス㈱客員（現任）

取締役 松　田　良　信 昭和29年２月12日生

昭和54年４月 ㈱阪村機械製作所入社

（注）２ ５

昭和60年１月

昭和60年４月

松田金属工業㈱入社

同社常務取締役

平成８年11月 同社代表取締役社長（現任）

令和元年６月 当社取締役（現任）

取締役 垣　内　永　次 昭和29年４月３日生

昭和56年４月

 
平成23年６月

平成26年４月

令和元年６月

令和５年６月

令和７年６月

大日本スクリーン製造㈱

(現・㈱ＳＣＲＥＥＮホールディングス)入社

同社取締役

同社代表取締役　取締役社長

同社代表取締役　取締役会長

同社取締役会長

同社顧問（現任）

当社取締役（現任）

（注）２ ５

取締役 津　賀　一　宏 昭和31年11月14日生

昭和54年４月

 
平成23年６月

平成24年６月

平成27年６月

令和３年６月

令和４年４月

松下電器産業㈱（現・パナソニックホール

ディングス㈱）入社

同社代表取締役専務

同社代表取締役社長

当社取締役（現任）

パナソニック㈱取締役会長

パナソニックホールディングス㈱

取締役会長（現任）

（注）２ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
（株）

取締役 宮　部　義　幸 昭和32年12月５日生

昭和58年４月

 
平成26年４月

平成29年６月

令和４年４月

令和４年６月

令和７年６月

令和８年６月

松下電器産業㈱（現・パナソニックホール

ディングス㈱）入社

同社専務取締役

同社専務執行役員

同社副社長執行役員

同社取締役　副社長執行役員

同社顧問

当社取締役（現任）

（注）４ －

取締役 髙　島　　　誠 昭和33年３月31日生

昭和57年４月

平成24年４月

平成26年４月

平成28年12月

平成29年４月

平成29年６月

令和５年４月

令和６年６月

令和７年６月

㈱住友銀行（現・㈱三井住友銀行）入行

同行常務執行役員

同行専務執行役員

同行取締役兼専務執行役員

同行頭取ＣＥＯ

㈱三井住友フィナンシャルグループ取締役

㈱三井住友銀行取締役会長

当社取締役（現任）

㈱三井住友フィナンシャルグループ

取締役会長（現任）

（注）２ －

取締役 大　倉　治　彦 昭和33年５月２日生

昭和56年４月

昭和62年４月

平成２年６月

平成４年６月

平成７年６月

平成９年６月

平成21年６月

㈱第一勧業銀行入行

月桂冠㈱入社

同社常務取締役

同社専務取締役

同社取締役副社長

同社代表取締役社長（現任）

当社取締役（現任）

（注）２ －

取締役 村　田　大　介 昭和36年10月13日生

昭和59年４月

昭和62年４月

平成９年９月

平成12年６月

平成15年９月

令和３年６月

京セラ㈱入社

村田機械㈱入社

同社常務取締役

同社専務取締役

同社代表取締役社長（現任）

当社取締役（現任）

（注）２ －

取締役 加　森　幹　久 昭和38年９月15日生

昭和61年４月

平成３年９月

平成５年９月

 
平成16年７月

令和７年６月

㈱多田野鉄工所（現・㈱タダノ）入社

マルカ建機㈱入社

同社専務取締役

マルカ機械商事㈱代表取締役社長(現任)

マルカ建機㈱代表取締役社長（現任）

当社取締役（現任）

（注）２ 10

取締役 安　井　幹　也 昭和40年２月８日生

昭和62年４月

平成30年６月

令和５年６月

令和５年10月

 
令和６年６月

㈱京都銀行入行

同行常務取締役

同行代表取締役、取締役頭取（現任）

㈱京都フィナンシャルグループ

取締役（現任）

当社取締役（現任）

（注）２ －

監査役 中　西　　　清 昭和21年７月19日生

昭和44年４月

昭和47年５月

昭和61年５月

平成13年５月

 
平成23年12月

平成27年４月

平成27年６月

平成28年６月

監査法人トーマツ入所

公認会計士登録

監査法人トーマツパートナー

同監査法人地区代表社員

(兼)本部経営会議メンバー

中西公認会計士事務所所長（現任）

㈻兵庫医科大学監事

㈱ミューチュアル監査役

当社監査役（現任）

（注）３ ５

監査役 丹　羽　　　巌 昭和21年10月26日生

昭和44年４月

平成11年２月

平成18年11月

令和６年６月

松下電器産業㈱入社

同社法務本部リスクマネジメントグループ長

㈱丹羽商事代表取締役（現任）

当社監査役（現任）

（注）３ ５

計 50

（注）１．取締役の内、堀場　厚、佐藤浩市の２名以外は社外取締役である。監査役２名は、全て社外監査役である。

（注）２．令和７年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。

（注）３．令和６年６月15日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

（注）４．令和８年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
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　　　②社外役員の状況

社外取締役及び社外監査役の一部は当社株式を保有している。社外取締役及び社外監査役で当社と人的関係、そ

の他利害関係がある者はない。
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（３）【監査の状況】

①　監査役監査の状況

　当社における監査役監査は、監査役全員が社外監査役であり、監査役は取締役会を含む重要会議への出席、当

社部課長とのヒヤリング等による業務監査の実施、及び会計監査を行うことにより、取締役の業務執行の妥当

性・適法性につき監査を行っている。

　なお、監査役中西清は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。

　　　　　当事業年度において、監査役中西清は取締役会５回開催の内５回、監査役丹羽巌は取締役会５回開催の内５回

に出席しているほか、倶楽部の理事を兼務する丹羽監査役に加え、中西監査役も倶楽部の理事会に参加し、倶楽

部運営における重要事項の審議の過程から状況を把握し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための積極的な

発言を行っている。会議以外にも来社時に取締役および総務本部長等と意思疎通を図り、その職務の執行状況、

財務の状況等の情報収集を行っている。また、監査法人から財務の実態について確認し、会社の財産および損益

の状況をもとに監査役間で短期・長期の課題等を共有している。

　　②　内部監査の状況

　当社は特に内部監査組織を設けていないが、取締役支配人が業務全般に亘り管理監督を行っており、実務面に

おいては総務本部長が業務部長以下従業員の執務状況を監督し支配人に報告しており、中間決算、年度決算等に

ついて監査役との間で情報交換を行っている。また、事業の根幹であるゴルフ倶楽部の具体的な運営は、倶楽部

内に設けられた分科委員会がそれぞれの分野において活動し委員長会議で方針が示されているが、取締役支配人

と総務本部長も分科委員会と委員長会議に出席し、業務や実務の執行状況、問題点や決算概要などを積極的に発

信することで実態を開示し、会員（＝株主）から直接的に要望や指摘を受ける形となっている。

　　③　会計監査の状況

　　　イ．監査法人の名称

　　　　　有限責任 あずさ監査法人

　　　ロ．継続監査期間

　　　　　昭和44年以降

　　　　　昭和44年以前の調査が困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。

　　　ハ．業務を執行した公認会計士

　　　　　紀平　聡志

　　　　　山中　智弘

　　　ニ．監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士３名、その他５名であり、有限責任 あずさ監査法人に所属

している。

　　ホ．監査法人の選定方針と理由

　　　　　当社の監査法人の選定方針は、監査法人から監査計画等について説明を受けた上で、監査法人の品質管理体

制、独立性、専門性および過年度の監査実績等を総合的に勘案し、当監査法人が適任と判断し選定した。

　　ヘ．監査役による監査法人の評価

　　　　　当社の監査役は、監査法人から監査計画、監査の実施状況及びその結果について報告を受けた上で、当社の重

要な決裁書類等を閲覧し、財務諸表及びその附属明細表等について検討しており、その結果、適切な監査が実施

されていることを確認している。

　　④　監査報酬の内容等

　　　イ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

監査証明業務に基づく報酬
（千円）

非監査業務に基づく報酬
（千円）

5,500 － 5,500 －

　　　ロ．監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

　　　　　該当事項なし

　　　ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬

　　　　　該当事項なし

　　　ニ．監査報酬の決定方針

　　　　　当社の監査法人に対する監査報酬の決定方針は、監査計画に基づく監査予定時間により決定している。

　　　ホ．監査役が会計監査人の報酬等に同意した理由

　　　　　監査役は、当社の事業規模等の観点から監査内容及びその合理的監査人数、監査日数（時間）を勘案し妥当で

あると判断している。
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（４）【役員の報酬等】

　　　　　当社は非上場会社であり、記載すべき事項はない。

　　　　　なお、役員報酬の内容については、「４　コーポレート・ガバナンスの状況等　（１）コーポレート・ガ

バナンスの概要」に記載している。

 

（５）【株式の保有状況】

　　　　　当社は非上場会社であり、記載すべき事項はない。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

①人事戦略に関する基本方針

　当社は、メンバー本位の倶楽部運営を基本方針とし、他社との差別化の源泉を良好なコース品質の維持および

良質なサービスの提供にあるものと認識している。これらを持続的に確保するため、人材の確保・育成を経営上

の重要課題として位置付け、専門性の高い人材の育成に取り組んでいる。

　特に、コース管理等の高度な専門知識および状況に応じた判断が求められる部門においては、実務を通じた技

術・知識の継承を図るとともに、外部研修への積極的な参加を促し、新たな知識・技能の習得に努めている。ま

た、季節変動や曜日・時間帯による繁閑差に対応するため、正社員、パートタイム従業員および業務委託を適切

に組み合わせた人員配置を行うほか、柔軟な勤務体系の導入および労働環境の改善を進め、従業員のエンゲージ

メント向上および定着率の改善を図っている。

 

② 従業員の給与その他の給付の決定方針

　当社の従業員の給与その他の給付については、職務の複雑性、難易度および責任の度合いを考慮した職務等級

を基礎とし、年齢、経験および勤務成績を総合的に勘案して決定している。さらに、個人の業績評価、勤務態

度、技能向上の状況等を反映する人事評価制度を運用し、その評価結果を昇給および賞与に適切に反映してい

る。

 

 

（２）【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

令和８年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与（円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

32(80) 48歳６カ月 16年１カ月 5,113,204 2.9

　   （注）１　従業員数は就業人員（正社員、嘱託、受入出向者等）であり、臨時雇用者数（パートタイマー等）は

             年間平均人員を( )外数で記載している。

   ２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

(2）労働組合の状況

　当社の労働組合はＵＡゼンセン同盟に属し、組合員数は23人（臨時雇用者を含む）である。

　なお、労使関係については概ね良好である。

 

(3）管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額

の差異

　　当社は、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）及び「育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規定による公表義務の対象で

はないため、記載を省略している。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成している。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第68期（令和７年４月１日から令和８年３月31日ま

で）の財務諸表について有限責任 あずさ監査法人により監査を受けている。

 

３．連結財務諸表について
　当社は子会社がないので、連結財務諸表を作成していない。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和７年３月31日)
当事業年度

(令和８年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 434,202 343,542

未収入金 36,326 34,544

貯蔵品 5,430 5,026

前払費用 6,743 2,237

その他 42 131

流動資産合計 482,744 385,481

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,341,613 1,345,366

減価償却累計額 △1,054,134 △1,063,700

建物（純額） 287,479 281,666

構築物 1,314,552 1,328,174

減価償却累計額 △1,059,204 △1,081,527

構築物（純額） 255,348 246,647

機械及び装置 329,181 330,649

減価償却累計額 △286,135 △295,269

機械及び装置（純額） 43,046 35,379

車両運搬具 173,457 187,597

減価償却累計額 △156,625 △169,879

車両運搬具（純額） 16,831 17,717

工具、器具及び備品 185,164 193,951

減価償却累計額 △167,834 △172,320

工具、器具及び備品（純額） 17,329 21,631

コース勘定 576,860 584,473

立木 45,408 45,408

土地 106,908 106,908

リース資産 21,300 21,300

減価償却累計額 △6,922 △9,052

リース資産（純額） 14,377 12,247

建設仮勘定 － 95,150

有形固定資産合計 1,363,590 1,447,229

無形固定資産   

ソフトウエア 1,043 520

電話加入権 624 624

無形固定資産合計 1,668 1,144

投資その他の資産   

投資不動産 81,001 81,001

減価償却累計額 △46,181 △47,644

投資不動産（純額） 34,820 33,357

長期前払費用 224 262

繰延税金資産 42,608 43,778

その他 180 160

投資その他の資産合計 77,832 77,558

固定資産合計 1,443,091 1,525,932

資産合計 1,925,836 1,911,414
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(令和７年３月31日)
当事業年度

(令和８年３月31日)

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,421 20,523

未払金 33,057 50,471

未払法人税等 610 610

未払費用 20,313 19,339

前受金 3,303 3,303

預り金 6,469 6,419

賞与引当金 10,000 11,000

契約負債 758,628 727,991

リース債務 4,686 3,905

その他 10,209 10,054

流動負債合計 862,701 853,620

固定負債   

会員預り金 49,000 49,000

長期預り保証金 12,000 12,000

退職給付引当金 16,928 17,113

役員退職慰労引当金 23,833 25,833

リース債務 3,905 －

固定負債合計 105,667 103,947

負債合計 968,368 957,567

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金   

資本準備金 145,000 145,000

その他資本剰余金 325,000 325,000

資本剰余金合計 470,000 470,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 2,000 2,000

繰越利益剰余金 385,467 381,847

利益剰余金合計 387,467 383,847

株主資本合計 957,467 953,847

純資産合計 957,467 953,847

負債純資産合計 1,925,836 1,911,414
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②【損益計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　令和６年４月１日
　至　令和７年３月31日)

当事業年度
(自　令和７年４月１日
　至　令和８年３月31日)

売上高   

プレー収入 414,314 370,195

食堂委託収入 16,817 17,156

売店収入 8,710 12,371

年会費収入 162,270 160,360

会員登録料収入 110,353 108,020

その他 41,740 34,555

売上高合計 ※１ 754,205 ※１ 702,658

売上原価   

商品売上原価 9,685 10,325

コース維持費 91,305 74,865

給料及び手当 228,654 220,417

福利厚生費 37,577 36,704

退職給付費用 5,924 5,557

賞与引当金繰入額 4,694 5,345

消耗品費 25,294 18,231

光熱費 29,727 31,296

修繕費 30,659 31,913

減価償却費 70,449 74,242

租税公課 43,698 44,766

その他 45,663 42,514

売上原価合計 623,333 596,182

売上総利益 130,871 106,475

販売費及び一般管理費   

役員報酬 12,000 12,000

給料及び手当 65,031 69,745

福利厚生費 13,259 14,209

退職給付費用 1,371 1,478

役員退職慰労引当金繰入額 2,000 2,000

賞与引当金繰入額 5,305 5,654

光熱費 513 540

租税公課 283 232

減価償却費 5,663 6,378

その他 52,924 53,651

販売費及び一般管理費合計 158,351 165,890

営業損失（△） △27,480 △59,414

営業外収益   

受取利息 326 985

受取補償金 17,841 17,841

不動産賃貸料 35,642 37,542

雑収入 7,215 5,331

営業外収益合計 61,026 61,700

営業外費用   

不動産賃貸費用 6,081 6,140

固定資産除却損 2,848 175

雑損失 107 151

営業外費用合計 9,037 6,466

経常利益又は経常損失（△） 24,508 △4,180

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 24,508 △4,180

法人税、住民税及び事業税 610 610

法人税等調整額 △42,608 △1,170

法人税等合計 △41,998 △560

当期純利益又は当期純損失（△） 66,506 △3,619
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 100,000 145,000 325,000 470,000 2,000 318,961 320,961 890,961 890,961

当期変動額          

当期純利益      66,506 66,506 66,506 66,506

当期変動額合計 － － － － － 66,506 66,506 66,506 66,506

当期末残高 100,000 145,000 325,000 470,000 2,000 385,467 387,467 957,467 957,467

 

当事業年度（自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日）

       (単位：千円)

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

 別途積立金
繰越利益剰
余金

当期首残高 100,000 145,000 325,000 470,000 2,000 385,467 387,467 957,467 957,467

当期変動額          

当期純損失（△）      △3,619 △3,619 △3,619 △3,619

当期変動額合計 － － － － － △3,619 △3,619 △3,619 △3,619

当期末残高 100,000 145,000 325,000 470,000 2,000 381,847 383,847 953,847 953,847
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(自　令和６年４月１日
　至　令和７年３月31日)

当事業年度
(自　令和７年４月１日
　至　令和８年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 24,508 △4,180

減価償却費 77,578 82,084

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,600 1,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,260 184

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,000 2,000

受取利息及び受取配当金 △326 △985

固定資産除却損 2,848 175

売上債権の増減額（△は増加） 1,434 1,782

棚卸資産の増減額（△は増加） △949 403

仕入債務の増減額（△は減少） △340 5,102

会員預り金の増減額（△は減少） △1,000 －

契約負債の増減額（△は減少） △8,900 △30,637

その他 △4,497 12,422

小計 92,694 69,352

利息及び配当金の受取額 326 985

法人税等の支払額 △610 △610

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,411 69,727

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △153,512 △155,701

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,512 △155,701

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △4,686 △4,686

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,686 △4,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,787 △90,660

現金及び現金同等物の期首残高 499,989 434,202

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 434,202 ※１ 343,542
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【注記事項】

（重要な会計方針）

　　　　１．棚卸資産の評価基準及び評価方法

　　　　   貯蔵品

　　　　　　最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

         を採用している。

 

　　　　２．固定資産の減価償却の方法

　　　　（1）有形固定資産

　　　　　　 定率法（ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日

　　　　　 以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用している。

          　なお、主な耐用年数は以下のとおりである。

　　　　　　　建物　　　　　　　　　　　３～50年

　　　　　　　構築物　　　　　　　　　　３～50年

　　　　　　　機械及び装置　　　　　　　２～30年

　　　　　　　車両運搬具　　　　　　　　２～８年

　　　　　　　工具、器具及び備品　　　　２～30年

       （2）無形固定資産

            定額法を採用している。

             なお、償却年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。ただし、ソフトウエア

           （自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいている。

        （3）リース資産

             所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

 

　　　 ３．引当金の計上基準

　　　　 （1）賞与引当金

　　　　　　　従業員の賞与金の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当期負担額を計上している。

　　　　 （2）退職給付引当金

　           従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務額及び中小企業退職金共済制度の

　　　　　　支給見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上する簡便法を用いている。

　　　　 （3）役員退職慰労引当金

             役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上している。

 

　　　　４．収益及び費用の計上基準

　　　　 （1）プレー収入

             メンバーフィ、ビジターフィ、キャディーフィ、ロッカーフィ、カートフィについては、顧客がプレーし

たその日にサービスを提供することにより、顧客に当該サービスに対する支配が移転し、履行義務が充足さ

れることから、プレー日で収益を認識している。

　　　　 （2）会員登録料収入

             入会に係る会員登録料については、顧客（会員）からの入会時の支払いを見返りとして、将来のゴルフ場

施設の利用サービスを提供する期間にわたりサービスが顧客に移転することから、会員の予想利用期間にわ

たり均等に収益を認識している。

　　　　 （3）年会費収入

             年会費については、顧客からの年度（１年間）分の支払いを見返りとして、その年度（１年間）にわたり

サービスが顧客に移転することから、その年度内で均等に収益を認識している。

　　　　 （4）食堂委託収入

             食堂は外部委託しており、委託会社の１カ月間の売上高の一部が委託収入となることから、１カ月の食堂

利用が終了した時点で収益を認識している。

　　　　 （5）売店収入

             物品の販売を行っており、販売を行った時点で収益を認識している。

　　　　 （6）その他

             レッスン料、練習場利用料、競技参加料および予約取消料等については、顧客が利用あるいはキャンセル

したその日にサービスを提供することにより、顧客に当該サービスに対する支配が移転し、履行義務が充足

されることから、当該利用日あるいはキャンセル日で収益を認識している。また、ロッカー料、キャディー

バッグ保管料については、顧客からの年度（１年間）分の支払いを見返りとして、その年度（１年間）にわ

たりサービスが顧客に移転することから、その年度内で均等に収益を認識している。

 

 

EDINET提出書類

日本観光ゴルフ株式会社(E04637)

有価証券報告書

29/50



　　　　５．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　　　　　　 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

           しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

 

（重要な会計上の見積り）

　　　　繰延税金資産の回収可能性

　　　　１．当事業年度の財務諸表に計上した金額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 前事業年度 当事業年度

繰延税金資産 42,608 43,778

 

　　　　２．識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

①算出方法

繰延税金資産は、「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 2018年２

月16日）に定める企業の分類に基づき、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより、当事業年度末におけ

る将来減算一時差異のうち、将来の税金負担額を軽減することができる範囲内で繰延税金資産を計上しており

ます。

②主要な仮定

繰延税金資産は、将来減算一時差異が将来生じる可能性が高いと見込まれる課税所得と相殺可能な範囲内で

認識しております。当該課税所得の見積りは、当社の事業計画を基礎としており、過去及び当事業年度の経営

成績等を総合的に勘案して算定しております。

③翌事業年度の財務諸表に与える影響

上記の主要な仮定については、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実

際に発生した利益及び課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰

延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。

 

（会計方針の変更）

　　　　　該当事項なし

 

（未適用の会計基準等）

　　　　　・「後発事象に関する会計基準」（企業会計基準第41号　2026年１月９日　企業会計基準委員会）

　　　　　・「後発事象に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第35号　2026年１月９日　企業会計基準

委員会）

　　　　 （1）概要

　　　　　　　「後発事象に関する会計基準」等は、後発事象の定義、会計処理及び開示等を取り扱う包括的な会計基準

を設定することを優先的な課題とし、日本公認会計士協会　監査・保証基準委員会　監査基準報告書560実

務指針第１号「後発事象に関する監査上の取扱い」で示されている会計に関する内容を原則として踏襲して

企業会計基準委員会に移管することを基本的な方針として、表現の見直し及び後発事象の評価期間の整理を

行うとともに、財務諸表の公表の承認に関する注記を新たに求める等、後発事象に関する会計処理及び開示

について定めたものである。

　　　　 （2）適用予定日

　　　　　　　2028年３月期の期首から適用予定である

 

（表示方法の変更）

　　　　　該当事項なし

 

（追加情報）

　　　　　該当事項なし

 

（貸借対照表関係）

　　　　　該当事項なし
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（損益計算書関係）

　　　※１　顧客との契約から生じる収益

　　　　　　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載していない。顧客と

の契約から生じる収益の金額は、財務諸表「注記事項（収益認識関係）１．顧客との契約から生じる収益を

分解した情報」に記載している。

 

 

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 8,500 － － 8,500

合計 8,500 － － 8,500

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項なし

３．配当に関する事項

　 該当事項なし

 

当事業年度（自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式     

普通株式 8,500 － － 8,500

合計 8,500 － － 8,500

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　該当事項なし

３．配当に関する事項

　 該当事項なし

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

　 　　※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前事業年度

（自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日）

当事業年度
（自 令和７年４月１日
至 令和８年３月31日）

　現金及び預金勘定 434,202千円 343,542千円

　現金及び現金同等物 434,202 343,542
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（リース取引関係）

　　　　　ファイナンス・リース取引

　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引

　　　　　①　リース資産の内容

　　　　　　　有形固定資産

　　　　　　　　乗用カートである。

　　　　　②　リース資産の減価償却の方法

　　　　　　　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

 

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針

　　　　　　　 　 一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また短期的な運転資金は全て自己資金で賄って

　　　　　　　　いる。なお、投機的な取引は行わない方針である。

　　　　　　（2） 金融商品の内容及びそのリスク

　　　　　　　 　営業債権である未収入金は、顧客の信用リスクに晒されている。

　　　　　　　 　営業債務である買掛金は、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日である。

　　　　　　（3） 金融商品に係るリスク管理体制

　　　　　　　 ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

                 営業債権については、業務部門における業務係が未収入金先を毎月モニタリングし、取引相手ごとに

　　　　　　　　期日及び残高を管理するとともに、督促等による回収懸念の早期把握や軽減を図っている。

　　　　　　　 ② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　　　　　　　　　各部署が３ヶ月ごとに予算の執行状況を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動

性リスクを管理している。

　　　　　　（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　　　　　　　　　金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがある。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

前事業年度（令和７年３月31日）

　　　　　　　　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

　(1)リース債務

　(2)会員預り金

　(3)長期預り保証金

8,591

49,000

12,000

8,423

36,773

11,797

△167

△12,226

△202

負債計 69,591 56,995 △12,595

 
　　　　　　　(*1)「現金及び預金」、「未収入金」については、現金であること、預金及び未収入金は短期間で決済さ

れるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略している。

　　　　　　　(*2)「買掛金」、「未払金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであ

ることから、記載を省略している。

　　　　　　　(注)リース債務の決算日後の返済予定額

 
１年以内

（千円）

１年超

２年以内

（千円）

リース債務 4,686 3,905

合計 4,686 3,905
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当事業年度（令和８年３月31日）

　　　　　　　　貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。

 
貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

　(1)リース債務

　(2)会員預り金

　(3)長期預り保証金

3,905

49,000

12,000

3,857

31,787

11,869

△47

△17,212

△130

負債計 64,905 47,514 △17,390

 
　　　　　　　(*1)「現金及び預金」、「未収入金」については、現金であること、預金及び未収入金は短期間で決済さ

れるため、時価は帳簿価額と近似するものであることから、記載を省略している。

　　　　　　　(*2)「買掛金」、「未払金」については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似するものであ

ることから、記載を省略している。

　　　　　　　(注)リース債務の決算日後の返済予定額

 
１年以内

（千円）

リース債務 3,905

合計 3,905

 

　　　　　３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル

に分類している。

　レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時

価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

　レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時価の算

定に係るインプットを用いて算定した時価

　レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ

れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類している。

（１）時価で貸借対照表に計上している金融商品

　　　前事業年度（令和７年３月31日）

　該当なし。

 

　　　当事業年度（令和８年３月31日）

　該当なし。
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（２）時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

　前事業年度（令和７年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 8,423 － 8,423

会員預り金 － － 36,773 36,773

長期預り保証金 － 11,797 － 11,797

負債計 － 20,221 36,773 56,995

 

　当事業年度（令和８年３月31日）

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

リース債務 － 3,857 － 3,857

会員預り金 － － 31,787 31,787

長期預り保証金 － 11,869 － 11,869

負債計 － 15,726 31,787 47,514

　　　　　　　　（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

　　　　　　　　リース債務

　　　　　　　　　リース債務の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び同様の新規リースを行った場合

に想定される利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類している。

　　　　　　　　会員預り金

　　　　　　　　　会員預り金の時価は、元本の合計額と、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基

に、割引現在価値法により算定しており、返済期日までの期間に観察できないインプットを用いて

いるためレベル３の時価に分類している。

　　　　　　　　長期預り保証金

　　　　　　　　　長期預り保証金の時価は、元本の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類している。

 

（有価証券関係）

　　　　　該当事項なし

 

（デリバティブ取引関係）

　　　　　該当事項なし
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　　　　　当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用し、退職一時金の一部を中小企業退職金共済制度か

ら支給している。

　　　　　なお、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用している。

 

２．確定給付制度

(1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自　令和６年４月１日
至　令和７年３月31日）

当事業年度
（自　令和７年４月１日
至　令和８年３月31日）

退職給付債務の期首残高 18,189千円 16,928千円

退職給付費用 7,295 7,036 

退職給付の支払額 △2,450 △1,060 

制度への拠出額 △6,106 △5,791 

退職給付引当金の期末残高 16,928 17,113 

 

(2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の

　　調整表

 
前事業年度

（令和７年３月31日）
当事業年度

（令和８年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 126,545千円 126,333千円

中退共積立資産 △109,616 △109,219 

　貸借対照表に計上された負債と資産の純額 16,928 17,113 

     

退職給付引当金 16,928 17,113 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 16,928 17,113 
 
 

（3）退職給付費用

　　簡便法で計算した退職給付費用         前事業年度　7,295千円　　    当事業年度　7,036千円

 

 

（ストック・オプション等関係）

　　　　　該当事項なし

 

EDINET提出書類

日本観光ゴルフ株式会社(E04637)

有価証券報告書

35/50



（税効果会計関係）

 　　　　１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
 前事業年度

（令和７年３月31日）
 当事業年度
（令和８年３月31日）

　繰延税金資産    
　契約負債 264,889千円  255,531千円
　税務上の繰越欠損金（注）２ 3,605  14,244
　退職給付引当金 5,956  6,027
　役員退職慰労引当金 8,394  9,098
　賞与引当金 3,438  3,874
　減価償却超過額 206  191
　その他 181  181
　繰延税金資産小計 286,671  289,149
　　税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）２ －  △11,870
　　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △244,062  △233,500
　評価性引当額小計（注）１ △244,062  △245,371
　繰延税金資産合計 42,608  43,778

 

(注)１．評価性引当額が1,307千円増加している。この主な要因は、契約負債に係る評価性引当額が9,357千円

減少したこと、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額が11,870千円増加したこと等によるものであ

る。

　　２．税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額は、以下のとおりである。

　前事業年度（令和７年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金※ － － － － － 3,605 3,605

評価性引当額 － － － － － － －

繰延税金資産 － － － － － 3,605 3,605

　※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

　当事業年度（令和８年３月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 １年以内
１年超

２年以内

２年超

３年以内

３年超

４年以内

４年超

５年以内
５年超 合計

税務上の繰越欠損金※ － － － － － 14,244 14,244

評価性引当額 － － － － － △11,870 △11,870

繰延税金資産 － － － － － 2,374 2,374

　※税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額である。

 
 　　　　２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
 　　　　　となった主要な項目別の内訳

 前事業年度
（令和７年３月31日）

 
当事業年度

（令和８年３月31日）
　法定実効税率 34.4％  －％
　（調整）    
　評価性引当の増減額等 △158.5  －
　住民税等均等割 2.5  －

　繰越欠損金の使用
　税率変更による影響

△26.0
△23.7  

－
－

　その他 0.0 －
　税効果会計適用後の法人税等の負担率 △171.3  －

 
　　　　　（注）当事業年度については、税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略している。
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（持分法損益等）

　　　　　該当事項なし

 

（賃貸等不動産関係）

　当社では、京都府城陽市において、賃貸用店舗等（土地を含む）を有している。当該賃貸等不動産に関する

賃貸損益は、前事業年度29,561千円、当事業年度31,402千円である。なお、賃貸収益は営業外収益に、賃貸費

用は営業外費用に計上している。

　　　また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

（単位：千円）
 

 
前事業年度

（自　令和６年４月１日
　至　令和７年３月31日）

当事業年度
（自　令和７年４月１日
　至　令和８年３月31日）

貸借対照表計上額   

 期首残高 36,668 35,202

 期中増減額 △1,466 △1,463

 期末残高 35,202 33,739

期末時価 446,462 446,462

         (注) １．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額である。

       ２．期中増減額のうち、前事業年度の減少額は減価償却（1,466千円）である。当事業年度の減少額は減

価償却（1,463千円）である。

３．期末の時価は、主要な物件については、不動産鑑定士が算定した調査価格（みなし時価算定によ

る）等、その他の物件については、固定資産税評価額によっている。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前事業年度（自　令和６年４月１日　至　令和７年３月31日）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
プレー収

入

会員登録

料収入

年会費収

入

食堂委託

収入
売店収入 その他 合計

一時点で移転される

サービス
414,314 － － 16,817 8,710 39,098 478,940

一定の期間にわたり

移転されるサービス
－ 110,353 162,270 － － 2,642 275,265

顧客との契約から生

じる収益
414,314 110,353 162,270 16,817 8,710 41,740 754,205

外部顧客への売上高 414,314 110,353 162,270 16,817 8,710 41,740 754,205

 

当事業年度（自　令和７年４月１日　至　令和８年３月31日）　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

 
プレー収

入

会員登録

料収入

年会費収

入

食堂委託

収入
売店収入 その他 合計

一時点で移転される

サービス
370,195 － － 17,156 12,371 31,995 431,718

一定の期間にわたり

移転されるサービス
－ 108,020 160,360 － － 2,560 270,940

顧客との契約から生

じる収益
370,195 108,020 160,360 17,156 12,371 34,555 702,658

外部顧客への売上高 370,195 108,020 160,360 17,156 12,371 34,555 702,658

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　　財務諸表「注記事項（重要な会計方針）４．収益及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、

注記を省略している。

 

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度

末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情

報

　（１）契約負債の残高

 前事業年度 当事業年度

契約負債（期首残高） 767,529千円 758,628千円

契約負債（期末残高） 758,628千円 727,991千円

 

　　契約負債は、顧客（会員）が入金時に支払った会員登録料及び１年分の年会費等の支払いから生じた前受金

に関連するものであり、一定の期間にわたり均等に収益を認識することに伴い取り崩される。なお当該支払い

の見返りとして、会員登録料は顧客（会員）の平均利用期間にわたり、また年会費等は１年間にわたり、サー

ビスが顧客（会員）に移転していることから、当該期間にわたり均等に収益を認識している。

　　前事業年度に認識した収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、108,179千円である。ま

た、前事業年度において、契約負債が8,900千円減少した理由は、会員登録料を8,353千円、年会費等を547千

円それぞれ契約負債から取り崩したためである。

　　当事業年度に認識した収益額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、106,831千円である。ま

た、当事業年度において、契約負債が30,637千円減少した理由は、会員登録料を29,020千円、年会費等を

1,617千円それぞれ契約負債から取り崩したためである。
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　（２）残存履行義務に配分した取引価格

　　残存履行義務に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間は、以下のとおりである。

（単位：千円）
 

 前事業年度 当事業年度

１年以内 106,832 102,264

１年超５年以内 335,323 325,720

５年超10年以内 245,553 237,927

10年超 70,920 62,080

合計 758,628 727,991
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、ゴルフ事業の単一セグメントであるため、記載を省略している。

 

【関連情報】

前事業年度（自 令和６年４月１日 至 令和７年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 プレー代 会員登録料 年会費収入 食堂委託収入 売店収入 その他 合計

外部顧客への売上高 414,314 110,353 162,270 16,817 8,710 41,740 754,205

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略している。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％以上を占める

ものがないため、記載を省略している。

 

当事業年度（自 令和７年４月１日 至 令和８年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）

 プレー代 会員登録料 年会費収入 食堂委託収入 売店収入 その他 合計

外部顧客への売上高 370,195 108,020 160,360 17,156 12,371 34,555 702,658

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略している。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

を省略している。

 

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、損益計算書の売上高の10％以上を占める

ものがないため、記載を省略している。

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

 該当事項なし

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

 該当事項なし

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

 該当事項なし
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【関連当事者情報】

　　　　　　該当事項なし

 

（１株当たり情報）

 
 
 

前事業年度
（自 令和６年４月１日
至 令和７年３月31日）

当事業年度
（自 令和７年４月１日
至 令和８年３月31日）

１株当たり純資産額 112,643.23円 112,217.35円

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△）
7,824.29円 △425.88円

 
（注）１．当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載していない。なお、前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載していない。

　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

　（令和７年３月31日）
当事業年度

　（令和８年３月31日）

 純資産の部の合計額（千円） 957,467 953,847

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 957,467 953,847

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株）
8,500 8,500

 
　　　３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

（自　令和６年４月１日
至　令和７年３月31日）

当事業年度
（自　令和７年４月１日
至　令和８年３月31日）

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千

円）
66,506 △3,619

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失

金額（△）（千円）
66,506 △3,619

普通株式の期中平均株式数（株）  8,500 8,500

 

（重要な後発事象）

　　　　　該当事項なし
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

　該当事項なし

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(千円)

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 1,341,613 20,159 16,407 1,345,366 1,063,700 25,972 281,666

構築物 1,314,552 13,621 － 1,328,174 1,081,527 22,322 246,647

機械及び装置 329,181 1,467 － 330,649 295,269 9,134 35,379

車両運搬具 173,457 14,139 － 187,597 169,879 13,254 17,717

工具、器具及び備品 185,164 11,713 2,926 193,951 172,320 7,284 21,631

コース勘定 576,860 7,660 47 584,473 － － 584,473

立木 45,408 － － 45,408 － － 45,408

土地 106,908 － － 106,908 － － 106,908

リース資産 21,300 － － 21,300 9,052 2,130 12,247

建設仮勘定 － 95,150 － 95,150 － － 95,150

有形固定資産計 4,094,447 163,912 19,381 4,238,979 2,791,749 80,098 1,447,229

無形固定資産        

ソフトウエア 3,383 － － 3,383 2,862 523 520

電話加入権 624 － － 624 － － 624

無形固定資産計 4,007 － － 4,007 2,862 523 1,144

長期前払費用 224 384 346 262 － － 262

　（注）　増加額の主なもの

　建物

　構築物

　女子棟空調設備更新

　バンカー排水管改修

20,000千円

5,959千円

 

　工具、器具及び備品

 

　車両運搬具

　カート道路、管理道路改修

　グリーン刈用スイングモア４台

　場内監視カメラ更新

　薬剤散布用タンク車更新

5,209千円

4,520千円

3,951千円

9,800千円

　コース勘定

　建設仮勘定

　バンカー改修

　散水用給水本管敷設工事

5,587千円

94,600千円

   

   

　　　　　減少額の主なもの

　建物 　女子棟空調設備 16,407千円

 

【社債明細表】

　該当事項なし
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高

（千円）

当期末残高

（千円）

平均利率

（％）
返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 4,686 3,905 － －

リース債務（１年以内に返済予定の

ものを除く。）
3,905 － － －

合計 8,591 3,905 － －

　　　　（注）１．リース債務の平均利率については、リース総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債

務を貸借対照表に計上しているため、記載していない。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（目的使用）
（千円）

当期減少額
（その他）
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 10,000 11,000 10,000 － 11,000

役員退職慰労引当金 23,833 2,000 － － 25,833

 
 

【資産除去債務明細表】

　　該当事項なし
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　資産

イ　現金及び預金

区分 金額（千円）

現金 3,965

預金  

普通預金 339,576

合計 343,542

 

ロ　未収入金

相手先 金額（千円）

　三井住友カード（株） 10,780

京銀カードサービス（株） 8,780

京都クレジットサービス（株） 2,687

ユーシーカード（株） 450

その他 11,845

合計 34,544

 

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高

（千円）

当期発生高

（千円）

当期回収高

（千円）

当期末残高

（千円）
回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)

× 100
(A) ＋ (B)

　

 
 (A) ＋ (D) 
 ２  
 (B)  
 365  

　

36,326 592,580 594,362 34,544 94.5 21.8

 

ハ　貯蔵品

区分 金額（千円）

　売店商品 3,301

賞品 1,283

コース用品 43

その他 398

合計 5,026
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②　負債

イ　買掛金

相手先 金額（千円）

東洋グリーン㈱ 4,052

魚又商事㈱ 2,492

土山印刷㈱ 1,599

鹿沼化成工業㈱ 1,355

吉田商事㈱ 1,118

その他 9,905

合計 20,523

 

ロ　契約負債

区分 金額（千円）

会員登録料 725,530

年会費 2,442

その他 19

合計 727,991

 

ハ　会員預り金

区分 金額（千円）

婦人会員保証金 48,000

ジュニア会員保証金 1,000

合計 49,000

 

（３）【その他】

　該当事項なし
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券

剰余金の配当の基準日 ３月31日、９月30日

１単元の株式数 ──────

株式の名義書換え  

取扱場所 京都府城陽市寺田奥山１番地の46　日本観光ゴルフ株式会社

株主名簿管理人 なし

取次所 なし

名義書換手数料 １株4,400円（税込）

新券交付手数料 １株4,400円（税込）

単元未満株式の買取り  

取扱場所 ──────

株主名簿管理人 ──────

取次所 ──────

買取手数料 ──────

公告掲載方法 京都新聞

株主に対する特典

５株以上（法人は10株以上）を有する株主は、城陽カントリー倶楽部理

事会の承認を得、且つ倶楽部所定の登録料（法人2,200千円、個人2,200

千円、何れも税込）を支払い、倶楽部会員となり、城陽ゴルフ場を使用

することが出来る。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は上場会社ではないので、金融商品取引法第24条の７第１項の適用はない。

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。

(1)
有価証券報告書

及びその添付書類

事業年度

(第67期)

自　令和６年４月１日

至　令和７年３月31日
 
令和７年６月25日

近畿財務局長に提出

(2) 半期報告書 (第68期中)
自　令和７年４月１日

至　令和７年９月30日
 
令和７年12月19日

近畿財務局長に提出

 

EDINET提出書類

日本観光ゴルフ株式会社(E04637)

有価証券報告書

47/50



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項なし
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独立監査人の監査報告書

 

  令和８年６月22日

日本観光ゴルフ株式会社   

取締役会　御中   

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 京都事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 紀　　平　　聡　　志

 
 

 
   

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 山　　中　　智　　弘

 
 
監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる日本観光ゴルフ株式会社の令和７年４月１日から令和８年３月31日までの第68期事業年度の財務諸表、すなわち、貸

借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明

細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日本観光

ゴルフ株式会社の令和８年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
 
監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの

整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

財務諸表に対する経営者及び監査役の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を

含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 
 

（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管している。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていない。
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